
平成21年度 当初予算
単位：万円

会計名
予算額

本年度 前年度 対前年比

住宅新築資金等貸付事業 1,825 1,975 -7.6%

小沼地区財産管理 361 335 7.8%

国民健康保険事業勘定 141,818 138,541 2.4%

老人保健医療 215 11,831 -98.2%

小沼地区簡易水道事業 11,014 10,662 3.3%

御代田町簡易水道事業 7,965 10,699 -25.6%

公共下水道事業 90,316 70,962 27.3%

御代田財産区 1,298 1,209 7.4%

介護保険事業勘定 92,803 89,740 3.4%

農業集落排水事業 2,874 6,330 -54.6%

個別排水処理施設整備事業 1,210 1,202 0.7%

後期高齢者医療 9,546 9,736 -2.0%

特別会計総額

36億1,245万円

特別会計
保険税や老人医療、水道や下水道
といった特別会計の総額は36億
1,245万円で、昨年に比べて8,023
万円の増（プラス2.3％）となって
います。老人保健医療の大幅な減
額は後期高齢者医療制度への移
行によるものです。農業集落排水
については機能強化事業の終了に
より減額となっています。

平成21年度 主な事業

総務費
●防犯灯補助金 200万円
●小諸コミュニティバス運行負担金 416万円
●タクシー利用助成事業 494万円
●生活バス路線運行 340万円
●御代田駅ホーム嵩上げ工事補助金 1,010万円
●町議会議員一般選挙 617万円
●衆議院議員総選挙 1,040万円

民生費
●社会福祉協議会補助金 927万円
●福祉タクシー利用助成事業 120万円
●介護予防生活支援事業 549万円
●乳幼児医療費（小学校修了まで） 2,292万円
●子育て応援金 340万円
●保育委託 2,689万円
●児童手当（小学校修了まで） 1億3,814万円

衛生費
●健康診査・検診委託 678万円
●妊婦､ 乳児健康診査 564万円
●可燃ごみ処理委託 7,350万円
●資源ごみ・粗大ごみ処理委託 667万円

農林水産業費
●野菜価格安定対策事業負担金 300万円
●中山間地域直接支払事業交付金 820万円
●県営畑地帯総合整備事業負担金 2,375万円
●農道用水等維持補修工事 800万円
●まちづくり交付金事業 3,957万円
●農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業
 2,840万円

教育費
●中学校建設事業 10億2,497万円
●北小学校校舎棟耐震補強工事 1,696万円
●南小学校校舎棟耐震補強工事 3,305万円
●博物館企画展示委託 230万円
●図書購入 600万円
●社会体育施設利用増進工事 3,572万円

商工費
●商工会補助金 300万円
●工業振興奨励補助金 4,180万円
●経営健全化支援資金等利子補給 200万円
●龍神まつり補助金 650万円

土木費
●県道改良負担金 300万円
●町道維持補修工事 3,000万円
●道路除雪経費 1,074万円
●道路新設改良事業 2,404万円
●まちづくり交付金事業 4億4,975万円
●木造住宅耐震補強補助金 120万円
●公園施設整備工事 470万円

消防費
●消防資機材 529万円
●佐久広域連合負担金 2億1,632万円
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予報
警報

対象範囲を
付した名称

噴火警戒レベル
（キーワード） 火山活動の状況 防災対応

噴
火
警
報

噴火警報
（居住地域）

噴火警報

5
（避難）

居住地域に重大な被害を及ぼす噴火
が発生、あるいは切迫している状況
にある。

居住地域避難等

4
（避難準備）

居住地域に重大な被害を及ぼす噴火
が発生すると予測される（可能性がた
かまっている）。

居住地域避難準備
（自主避難、災害時要援護者避難あり）

火
口
周
辺
警
報

噴火警報
（火口周辺）

火口周辺警報

3
（入山規制）

居住地域の近くまで重大な影響を及
ぼす噴火が発生、あるいは発生する
と予測される（この範囲に入った場合
には生命に危険が及ぶ）。

防災対応の範囲を拡大
（4kmをこえる範囲で注意喚起、一時
規制等）

登山禁止（火口から4km以内規制）

2
（火口周辺規制）

火口周辺に影響を及ぼす噴火が発生、
あるいは発生すると予測される（この
範囲に入った場合には生命に危険が
及ぶ）。

火口周辺立入禁止
（火口から2km以内規制）

噴
火
予
報

噴火予報 1
（平常）

火山活動は静穏。
火山活動の状態によって、火口内で
火山灰の噴出等が見られる（この範囲
に入った場合には生命に危険が及ぶ）。

火口付近立入禁止
（火口から500ｍ以内規制、火山活動
の状況により緩和も検討）

浅間山の噴火警戒レベルは

「3（入山規制）」です

　浅間山では、2月2日午前1時51分ころ、小規模な噴火が発生しました。
　この噴火に伴う御代田町内での降灰及び被害はありませんでした。
　なお、この噴火の前日にあたる2月1日、気象庁は噴火警戒レベルを2から3へ引上げました。（3月1日現在、
噴火警戒レベルは3です）
　噴火警戒レベル3は、居住地域の近くまで影響を及ぼす噴火が発生する可能性があると予想される段階であり、
火口から4km以内の立ち入りが規制されます。また、噴火が発生した場合、風向きによっては降灰や小さな噴
石が居住地域まで達することがあります。
　浅間山の活動は、依然、活発な状態にありますので、気象庁が発表する噴火警報や火山に関する情報には十
分注意するようにしてください。

問い合わせ先
役場総務課庶務係　☎32－3111（内線24）
気象庁 浅間山火山防災連絡事務所　☎ 45－2167　気象庁ホームページ　http://www.jma.go.jp

浅間山の噴火警戒レベル

略
称

略
称
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